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一般財団法人 日本視聴覚教育協会 

令和７年度 事 業 計 画 書（案） 

 

【基本方針】 

文部科学省では Society 5.0 時代に生きるすべての子供たちの可能性を引き出す個

別最適な学びと協働的な学びを実現するために、「GIGA スクール構想」を打ち出し「1 人

1 台端末」及び「高速大容量の校内通信ネットワーク」等の整備を進めた。令和７年度

は、多くの自治体で令和５年度補正予算により措置された「GIGA スクール構想」第２期

による端末更新と高速通信ネットワークの整備が進められる。学びの格差を解消し、さ

らなる校務の DX を図ろうとしている。 

中央教育審議会答申「「令和の日本型学校教育」構築を目指して～全ての子供たちの

可能性を引き出す、個別最適な学びと協働的な学びの実現～」では、ＩＣＴ環境を最大

限に活用して、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実が示されている。「GIGA

スクール構想」で整備されたＩＣＴを活用して、学習指導要領が掲げる「主体的・対話

的で深い学び」の実現に向けた授業改善につなげていくことが求められている。 

さらに、個別最適な学びと協働的な学びによる教育を実現するために、GIGA 端末の

運用や教育データ利活用に関わって、教師の資質・能力の向上に向け、教員養成、教員

研修など、自治体や教育組織による取り組みに期待が寄せられている。視聴覚教育、教

育メディア研究の蓄積を踏まえ、情報提供に力を入れていきたい。 

生涯学習の場においては、少子化や過疎化、高齢化など社会の変動に対応し、市民の

社会参加への動きが活発化している中で、ＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩ等が発達した社

会においても活躍できる人材が求められており、従来の視聴覚教育の手法を積極的に取

り入れ、ＩＣＴ等を活用した教育方法の充実を図っていくことが求められている。 

 これらを受けて、97 年という歳月の積み重ねを持つ協会は、一般財団法人としての

責務を果たすべく、これまで培ってきた豊かな「視聴覚教育」の知見を活かすとともに、

関係団体との連携を強化しつつ、日常的な学習の場において、ＩＣＴを活用した教育が

実践されるよう普及事業を実施していく。 

 公益目的の継続事業については、視聴覚教育を利用した教育方法改善のための研究・

普及事業、映像教材及び自作視聴覚教材の制作奨励事業の内容を精査し、より効率的な

運営を図る。視聴覚教育利用・普及のための出版事業については、柱のひとつである月

刊「視聴覚教育」誌の内容面での一層の刷新・充実に努めるとともに、新たな購読者・
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賛助会員の増加につながるよう、全力をあげて努力を重ねていく。 

 その他事業の内容については、緊急度、社会的・公共的必要度について真摯に内容を

検討し、前例の踏襲に終わることのないよう事業の充実に当たる。そのための運営体制

を吟味するとともに、公益目的支出計画を安定的に遂行していくための財政面の確保と

倹約について引き続きさらなる努力をしていく。 
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【継続事業】 

 

継続事業１ 視聴覚教育を利用した教育方法改善のための研究・普及事業 

 社会の情報化により情報ネットワークが進展していく中で、教育効果が上がるように、

適切に映像や画像を活用する方法を研究・普及する視聴覚教育の分野においても、従来

利用されていた視聴覚教材・機材に加え、ＩＣＴを活用した教育方法の改善が図られ、

新たな教育環境の整備や活用方法の普及等、大きな変革がもたらされている。これまで

協会が、継続し蓄積してきた教育方法改善のための研究・普及事業により、以下の４項

目について事業を進め、教育関係者に向けて視聴覚教育を利用した教育方法改善のため

の研究の成果を提案する。 

(1)教育ＩＣＴ活用 普及促進のための研修の実施 

 全国の学校における電子黒板、情報端末などのＩＣＴ教材・機材を活用した教育に

関する展示研究を通じて、教育関係者が体験的に研修を深められる機会を提供する。 

 例年、日本視聴覚教具連合会と連携し文部科学省共催により、ｅスクール ステッ

プアップ・キャンプ事業として開催している。令和６年度は 11 月 22、23 日に「未来

を切り拓く－NEXT GIGA 時代の学びを探る」とし神戸市立なぎさ小学校において広く

教育関係者を対象とし、近畿放送教育・学校視聴覚教育研究大会と同時開催、また、

11 月８日には東京都中野区立上鷺宮小学校において小学校視聴覚教育研究大会研究

発表会での展示研究に協力した。両大会とも対面形式により実施し、合わせて教育関

係者延べ 868 名に研修の機会を提供した。 

 本年度も、教員の資質・能力の向上が求められるなか、体験を通して地域の教員や

ＩＣＴ企業の方々が関わり合う対面研修により、授業改善の実現につながる研修の場

を提供していく。 

(2)視聴覚教育総合全国大会の開催 

 視聴覚教育の関係団体（日本学校視聴覚教育連盟、全国高等学校メディア教育研究

協議会、全国視聴覚教育連盟、当協会）が合同して行う視聴覚教育総合全国大会の事

務局として、利用者団体との連携調整を図るとともに大会の運営にあたる。 

 令和６年度は、11 月８日・９日、全国放送教育研究会連盟との合同により実施し

た。８日は授業公開を、９日は実践発表、ワークショップ・セミナー、全体会の内容

によりオンラインにより配信し、「未来社会に向けて 生涯にわたる学びを支えるメデ

ィア活用」をテーマに開催した。参加申込は 491 名であった。 
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 本年度は、関係団体の首都圏の学校を主会場に公開授業を伴う対面開催と、セミナ

ー、ワークショップ及び研究発表はオンライン開催とし、全国放送教育研究会連盟と

の合同で、令和７年 11 月 28、29 日に開催の予定である。 

(3)新たに開発された視聴覚教材・機材の周知のための展示会の開催 

 上記、視聴覚教育総合全国大会に併設して、学校教育、社会教育の場での活用を目

的として開発された視聴覚教材・機材を展示し、教育関係者が実際に体験できる研究

機会の場を日本視聴覚教具連合会と連携して提供する予定である。 

(4)インターネットＷｅｂ活用による情報提供 

 継続して蓄積されている視聴覚教材情報を初めとして、視聴覚センター・ライブラ

リー総括資料、生涯学習におけるＩＣＴ活用に関する調査研究、著作権についての啓

発、委託事業や助成事業における成果等、視聴覚教育に関する情報を、インターネッ

トＷｅｂを通じて教育関係者に提供していく。 

 

継続事業２ 優れた映像教材の制作確保と制作奨励事業 

 視聴覚教育の一層の普及と振興を目的として、昭和 29（1954）年に開催されてから、

毎年、「教育映像祭」の名称で「優秀映像教材選奨」、「中央大会」､「視聴覚教育功労者」、

「夏休みこども映画フェア」を内容として東京を会場に実施している。 

(1)優秀映像教材選奨 

 映像教材の質的向上と利用促進を図ることを目的として、教育映像制作者が制作し

た教材を対象としてコンクールを実施する。本年度は、教育映像及び教育映像コンテ

ンツ作品について、６部門 10 分野の構成で、令和６年５月１日から令和７年５月 31

日までに完成した作品を対象として実施する。 

(2)中央大会 

 優秀映像教材選奨入賞作品及び視聴覚教育功労者、全国自作視聴覚教材コンクール

表彰式を開催する。自作視聴覚教材コンクール入賞作品上映会を併せて開催する。 

令和６年度は、９月 19 日、東京・霞ヶ関プラザホールを会場に開催しており、本

年度も、霞が関近辺において９月中に実施する。 

(3)視聴覚教育功労者 

 多年にわたり、学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興・普及に功績のあ

った者を対象に、わが国の視聴覚教育の今後の発展に資することを目的として、視聴

覚教育・情報教育功労者文部科学大臣表彰が実施されている。視聴覚教育関係の全国



5 

団体より推薦された候補者を、協会が設けた有識者等の選考委員会で決定し、文部科

学省へ推薦する。 

(4)夏休みこども映画フェア 

 子どもたちの豊かな心を育成するために、夏休み中の子どもたちを対象に、優れた

児童劇・動画映画の上映を行う「夏休みこども映画フェア」を、東京都小学校視聴覚

教育研究会と共同により開催する。令和６年度は、８月 21 日、東京・文京シビック

ホールで開催。 

 

継続事業３ 学習に対応するきめ細かな自作視聴覚教材の奨励・普及事業 

 学校教員や社会教育関係者等が制作した自作視聴覚教材を対象として「全国自作視聴

覚教材コンクール」を実施する。このコンクールは、その制作技法の優劣のみを問うの

ではなく、なぜその教材が必要とされるのか、具体的な利用方法を含めて審査する。審

査は小学校部門〈幼稚園を含む〉、中学校部門、高等学校部門、社会教育部門の４部門

で行われる。 

 本年度は、４部門の審査を実施し賞を決定する。例年、表彰式及び入賞作品の上映・

講評は前述の中央大会で行っている。 

 

継続事業４ 視聴覚教育利用・普及のための出版事業 

 昭和 22(1947)年２月「映画教室」と題して創刊し、時代の変遷とともに「映画教育」、

さらに現在の「視聴覚教育」と改題し、今日、刊行されている視聴覚教育に関する唯一

の月刊専門誌である。また、視聴覚教育関係刊行図書として、視聴覚教育を活用した教

育方法改善に関する解説書、調査年報等を学校教育、社会教育、産業教育関係者等に広

く頒布することで、普及・振興を図る。 

 

(1)月刊「視聴覚教育」誌の刊行 

 大学等の第一線で活躍する研究者、各界の実務担当者の執筆により、論考、視聴覚

教育の普及・振興を促す学校教育・社会教育等に関する実践記録、最新の映像教材、

教育機器、教育メディアの紹介等、的確な情報を掲載し広く頒布する。 

 特に、今年度は新しい教育メディアとして試行がはじまっているＡＩの活用につい

て、活用実践や各国における活用状況など、特集や連載において情報発信を進めてい

きたい。 



6 

 

(2)視聴覚教育関係刊行図書 

 視聴覚教育の普及・振興に寄与する単行本及び年報を発行する。 

 

【その他事業】 

 

１ 巴町アネックス２号館の不動産賃貸事業 

 協会が保有する「巴町アネックス２号館」の４階、９階のスペースを賃貸する事業を

実施している。賃貸運営については、家賃収入の安定化を図るため、森ビル株式会社が

協会より一括して借り上げ、貸主として各テナントに転貸する転貸方式で運営し、同社

と転貸借契約を交わしている。 

 協会の保有フロアが当初の平成 18 年より減少していることから、貸室の管理費、修

繕費等の経費が賃貸料収益を圧迫している。一方で、協会事務局が所在する虎ノ門ＰＦ

ビルは、当初の所有者が森ビルから他の法人に移り、虎ノ門地区再開発に伴う移転によ

る優遇が得られなくなったことや地価の上昇により、家賃が大幅に上げられている。こ

うしたことから、視聴覚協会が長年の積み重ねてきた「視聴覚教育」の知見を残すため、

巴町ビル保有フロアの売却、事務所の移転について検討していくことが必要となってき

ている。 

 

２ 視聴覚教育を活用した教育方法改善事業 

 視聴覚教育を活用した教育方法改善に関する事業を実施する。本事業は、文部科学省

等の機関が委託等として公募した調査研究事業や、事務委託等による普及啓発事業を受

託して行うものである。 

令和６年度は、文部科学省委託「情報モラル教育推進事業」「情報モラルの輪を広げ

ようプロジェクト」（株式会社 NTT ExC パートナー）の成果物制作業務の一部を請け負

い実施した。 

 本年度も、文部科学省等の機関によるＩＣＴの教育活用に関する委託調査研究事業や、

事務委託等による普及啓発事業を実施していく。 

 

３ 全国ＩＣＴ教育首長協議会の運営への協力 

協会は、平成 28 年８月３日に発足した「全国ＩＣＴ教育首長協議会」の事務局を担
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当し、運営について協力している。令和６年度は 128 自治体が加盟となった。総会は、

６月７日、東京ファッションタウンビルにおいて、全国ＩＣＴ教育首長サミットと同時

開催し実施した。さらに、1 月 17 日には、東京都立産業貿易センター浜松町館におい

て、第７回目となる日本ＩＣＴ教育アワードを、全国ＩＣＴ教育首長サミットと同時開

催し、全国から 51 自治体（アワード受賞 13 自治体含む）が参加、学校・教育関係団体

等で 364 名が参加した。また、６月からは「オンライン研修会」を自治体、教育委員会

に向けて５回開催し、省庁行政説明、首長による先進事例紹介、有識者講演、先進ＩＣ

Ｔ教育機器紹介などの情報提供を行った。 

本年度は、６月６日に総会、全国ＩＣＴ教育首長サミットを開催する。また、第８回

目となる「日本ＩＣＴ教育アワード」を令和８年２月３日に実施し、受賞自治体を表彰

するとともに優れた取組を広く周知する。さらに、加盟自治体を含む全国自治体の教育

ＤＸ、ＩＣＴ教育を推進するための、「オンライン研修会」を実施するとともに、政府

への要望活動等を実施していく。 

 

４ 「教育メディア開発利用研究会」開催による賛助会員のための活動 

 協会の賛助会員（維持会員、研究会員）に対し、会員の研究協議の場として、教育Ｄ

Ｘ、ＩＣＴ教育を推進するための講演会や見学会等の形式による「教育メディア開発利

用研究会」を開催し、情報提供の充実を図る。また、出版事業にかかる出版物を配布す

るとともに、協会が主催する研修会や研究大会等への案内をする。 

 協会の経営基盤を強固なものとするため、組織として賛助会員の拡充に努め、会費の

収入増を図る。 

 

５ 関連団体への協力 

協会は、視聴覚教育利用者団体・提供者団体と協力体制を図ってきている。それに加

え、ＩＣＴ教育活用関連団体との協力や、「ＩＣＴ ＣＯＮＮＥＣＴ２１」の事業の推

進に協力していく。 


